
令和８年２月 令和７年度小樽市地域密着型サービス事業所集団指導

協力医療機関に関する
届出について

（対象：認知症対応型共同生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）

資料６
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協力医療機関に関する届出について
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令和６年度介護報酬改定に伴い、下記のサービス種別の運営基準に協力医療機関に関

する規定が設けられました。

「年に１回以上、協力医療機関と利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとと

もに、別紙３を市町村長へ届け出なければならない」とされていますので、「（別紙３）

協力医療機関に関する届出書」の届出をお願いします。

【届出を必要とするサービス種別】

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※協力医療機関連携加算の取得の有無に関わらず提出が必要です
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届出にあたっての留意事項
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１ 認知症対応型共同生活介護については、「施設基準(※1)第3号の規定

を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。

２ 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速

やかに届出を行ってください。

（新規指定、指定更新時から協力医療機関が変更となった場合、変更

届の提出が必要です）

３ 届出者の「名称」には事業所名を記載してください。

※1 各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準は、別紙３の裏面を参照ください。



協力医療機関連携加算について
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認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設において、

協力医療機関連携加算（１）を算定する場合、

別紙３「協力医療機関に関する届出書」の提出が算定要件と

なります。

本加算を算定している事業所で、別紙３を提出していない場合は、

速やかな提出が必要です。

※本加算は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載される加算（体制加算）
ではありませんので、各事業所において加算取得要件を満たして取得してください。
※小樽市へは加算の届出は不要です。



【重要】提出期限などのお知らせ
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①別紙３は本市ホームページからダウンロードできます！

記載例を掲載していますので参考にしてください

◆本市ホームページ「協力医療機関に関する届出について」

👉 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2024060600039/

②提出していない事業所は、必ず、

令和７年度末（令和８年３月末）までに提出してください



【重要】提出方法について
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③令和７年度より、ウェブフォームで

提出受付しています！

◆ぜひ下記から提出ください◆
👉https://logoform.jp/form/fqKj/997280
※前年度と医療機関等の変更がない場合は
添付書類（医療機関との協定書）の添付は不要となりました。

※上記フォームからの提出が難しい場合は、メールでも可能です。

https://logoform.jp/form/fqKj/997280

